
第３回部会後の要再整理事項への回答 

農林水産省大臣官房統計部 

センサス統計室

１－１ 「農作業」と「農業」（調査票【３】１） 

管理労働を含めるのであれば、「農作業」ではなく、「農業」に戻すべきではない

か。 

「農業生産関連事業」と別物であることを示すために「農作業」を用いるのであ

れば、むしろ、その旨を明確に記載すれば足り、「農作業」という新たな概念設定

は不要ではないか。 

（回答） 

  １ 農業の労働力は、農作業の労働と管理労働に大別できますが、この設問において

は、農業には農業生産関連事業が含まれないことを明確化することが重要である

ため、あえて農業を「農作業（管理労働を含む。）」の表記を用いたいと考えます。 

２ 加えて、以下のとおり農業生産関連事業を含めないことについても明記し、修正

します。 

資料２ 
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 １－２ 観光農園等における農作業の扱い（【８】３） 

観光農園における防除や剪定作業を「農作業」として扱うと回答されているが、

これらの作業は、観光農園の活動の一環であり、それを「農業生産関連事業」から

切り離して「農作業」という別概念に区分するのは不適切ではないか。 

 

（回答） 

  １ 農林業センサスは産業統計として農林業の構造を把握するために行っており、

農業であれば、日本標準産業分類の農業のうち耕種農業、畜産農業（畜産類似業を

除く。）及び農業サービス業（園芸サービス業を除く。）を対象としています。 

 

  ２ このため、自営農業については、農畜産物の生産に係る農作業を対象としており、

農作業の一部を消費者に体験させるような農業生産関連事業を行う経営体であっ

ても、自営農業の本質に変化はなく、データの継続性からも自営農業に区分する必

要があるため、引き続き同様の定義とします。 

 

 

 

○一般的ないちご栽培経営体の主な農作業 

 

 

 

○農業生産関連事業に取り組むいちご栽培経営体の主な農作業 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

育苗 定植 生育管理 
（防除・摘果など） 収穫 選別 出荷 

育苗 定植 生育管理 
（防除・摘果など） 収穫 選別 出荷 

【自営農業】 

【自営農業】 

＜観光農園＞ 
収穫 
体験 受付 案内 消費者

が消費 

【農業生産関連事業】 
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２ 個人経営体の世帯員の情報把握（【３】２） 

（１）農業に従事していない者に関する個人別情報について、引き続き把握すべき

ではないか。 

（２）世帯主との続柄について、引き続き把握すべきではないか。 

続柄について、負担とプライバシーへの配慮が必要なのであれば、「続柄に

ついては報告者への疑義照会は不要」という実務上の取扱いをした上で継続す

ることも一案ではないか。 

 

（回答） 

（１）について 

１ 経営体概念を取り入れた 2005 年の統計審議会答申において、本センサスにより

作成される統計は、産業統計、世帯統計、地域統計に大別・整理されるとされたと

ころです。当時の統計審議会の部会審議においては、「世帯員の状況をここまで詳

細にとる必要性はあるのか。」、「基本的に世帯から経営体へ流れて行くといった時

に、同じだけ世帯の情報をとろうとしているのか、世帯の部分をいつまで続けるの

か。」といったご指摘もありましたが、経営体概念を取り入れたばかりであり、デ

ータの接続を考慮し、世帯部分を継続して把握することとしたところです。 

 

２ このため、これまで、個人経営体については、世帯の全体を把握するという趣旨

から、農業従事の有無にかかわらず個人別の情報についても把握していましたが、

現時点において利活用を見ると、現に農業に従事している人の情報を中心に集計・

利用しており、従事していない人の情報の利活用は極めて限られている状況となっ

ています。 

 

３ 加えて、前回調査の結果として、個人経営体における 15 歳以上の世帯員約 323

万人のうち、農業に従事していない人は約 74 万人（23.0％）にのぼり、調査全体

として、利活用や必要性の高くない事項のための報告負担及び実査負担は無視でき

ないほど大きいものとなっています。 

 

４ そこで、調査の効率化と調査全体の優先度を勘案し、現に農業に従事している人

について、引き続き情報把握を確実に行う一方で、従事していない人についての個

人別就業状況等の把握は取りやめることとしたところです。 

 

５ ただし、従事しない人も含めた世帯全体の規模の把握は最低限必要と考えられる

ことから、【１】２（２）において、世帯員の状況を把握することにしたいと考えて

います。なお、この項目は、農業経営体だけでなく、林業経営体についても共通し

て把握する調査事項として設計しています。 
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（２）について 

１ 2025 年調査の調査票の検討に当たっては、農業と林業の読み替えをやめ、回答者

が記入しやすい構成にすることが大きな課題であったため、まずは、農業と林業に

共通する項目を統合する方針で調査票を再構成し、経営内部の労働力の詳細の設問

については、個人の世帯員と団体の役員・構成員を回答する共通の設問として、続

柄を削除することとし、農水省内の研究会に提案したところです。 

 

２ この提案に対し、同研究会では、多くの役員・構成員がいるような集落営農組織

では、設定している記入欄では収まらない可能性があるため、設問については、個

人と団体に分離した方がよいとの結論になり、現在のような構成としており、その

際に、続柄を戻した方がよいとの意見は出されませんでした。 

  

３ また、2015 年センサスの試行調査の実績では、調査票のうち世帯員記入欄のある

（【１】経営体の概要）調査項目の補正率が 69％にものぼることが明らかになって

おり、調査実施者に審査・補正のための多大な労力がかかっていることがうかがえ

ます。このため、調査の持続可能性という観点からなるべく簡素化し、2025 年調査

では把握を見合わせることとします。 

 

４ なお、「疑義照会不要との実務上の取扱いをした上で設問を設ける」ことについ

ては、設問を設ける以上は、集計し公表に耐え得る回答を得る必要があり、また、

他の設問についても同様の取扱いとしてよいとの誤解を生じかねないので、調査現

場に混乱を生じさせる懸念があることから、こうした手法はとり難いと考えていま

す。 

 

     【調査票の回答状況_2015 年試行調査】 
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３ 農業生産関連事業の従事日数の把握（調査票【８】３関連） 

農業生産関連事業の従事日数（１日・８時間換算）についても、引き続き把握す

べきではないか。 

（回答） 

１ 農作業と農業生産関連事業の関係は問１－２で回答したとおりですが、農業生産

関連事業の従事日数を把握しようとすると、例えば、農作物の生産に係る作業以外

に、観光農園の受付や案内にも従事した人は、従事日数を計算するために、１日の

作業時間を農作業と農業生産関連事業に分けて計算する必要があり、記入者負担が

大きなものとなります。このため、農業生産関連事業については、基本的な労働指

標である人数を合計で把握することとし、従事したか否かで容易に回答していただ

けるようにしています。 

２ なお、農業生産関連事業の労働力把握の簡素化により述べ人日の把握を取りやめ

ることについて、農水省内の研究会に提案しましたが、従事日数を引き続き把握す

べきとの意見は出されませんでした。 
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４ データ活用（【９】３） 

説明文、選択肢、注釈ともに長文の上、選択肢には「等」も入っていて、それぞ

れの範囲が分りにくい。その上で、更に記入の手引きで説明するとなると、報告者

にこれら説明を読ませるという大きな負担をかけた上で、必要とされるデータが

取れるのか分からない。 

そもそも、データの活用について、どのような経緯で、何を目的として、どのよ

うな情報を把握しようとしているのかが明確になっていないのではないか。 

どうして、このような調査票案になっているのか、省内政策部局のニーズも含め

て、改めて説明してほしい。 

〔ⅰ）「2020 年の調査票」の抜粋、ⅱ）2020 年調査における支障とその後の必要

性、ⅲ）2025 年の調査票案 の対比が分かる資料でお願いしたい。〕 

（回答） 

１ 本設問については、農業経営にデータをどのように活用しているかを把握し、成

長戦略等において設定しているスマート農業の実現に係る KPI（2025 年までに農業

の担い手のほぼ全てがデータを活用した農業を実践）の評価に活用されています。 

２ 農林水産省では、これまでのスマート農業実証プロジェクトの成果を踏まえ、更

なるデータ活用の推進に向けて、農家のデータ活用を支援する農業支援サービス事

業体の育成などを進めており、経営体自身はデータを取得していないものの、デー

タを活用した農作業委託等の外部サービスの利用や、普及指導員や営農指導員など

からデータに基づく指導を受ける取組も増えてきています。 

３ こうした施策の動きに合わせて選択肢を追加するとともに、より正確性を期すた

め選択肢及び注釈を詳細に記載したところですが、ご指摘を踏まえ、選択肢のそれ

ぞれの違いが分かりやすくするよう、下線を引くとともに、注釈を以下のとおり修

正します。 

なお、設問の変遷については別紙のとおりです。 

把握す
る情報
に下線 
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2020年調査票 2025年調査票
○農業経営におけるデータ活用の実態把握 ○施策の動きを的確に捉えるため、選択肢を追加する

とともに記入者が選択しやすいよう注釈を補足

データ活用の設問の見直しについて

取組の現状や施策の効果を把握
（政策目標（KPI）：2025年までに農業の担い手のほぼ全てがデータを活用した農業を実践）

目 的

（当初案）

（修正案）

（別紙）

【施策の動き】
これまでのスマート農業実証プロジェクトの成果を踏まえ、さらに以
下の取組みを推進。
①実証プロジェクトで培われた技術を有する農業者、民間企業、
普及指導員、研究者等からなる「スマートサポートチーム」を組
織し、他産地を指導

②農家のデータ活用を支援する農業支援サービス事業体の育成
③データ活用について産地を指導できる人材の育成
④都道府県等におけるデータに基づく土壌診断・指導のための体
制の構築を支援
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５ 販売金額（調査票【６】、【13】） 

過去１年間の農産物／林産物の販売金額（売上高）について、2020 年の調査票

では四角囲みで「販売金額には、売上金額を記入してください（肥料代、農薬代な

どの経費を引かない。）。」と注書きがあったが、削除されている。同じ注書きが必

要ではないか。 

（回答） 

  林産物の販売金額については既に注釈を入れていますが、ご指摘を踏まえ、農産物

の販売金額にも注釈を追記します。 
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６ 輸出金額（調査票【６】４、【８】２） 

農産物及び農産物加工品等の輸出状況を把握する調査事項において、「輸出して

いる」の内訳で「販売金額（売上金額）を把握している」（回答番号 350、401）な

どとしているが、これは、「輸出金額を把握している」という趣旨ではないのか。 

そうであれば、「販売金額（売上金額）」を「輸出金額」に置き換えた方が、設問

の趣旨が正しく伝わるのはないか。 

（回答） 

  １ 設問の趣旨は、まず、販売金額（又は数量）すなわち経営体が事業者等に販売し

た金額（又は数量）を把握しているかを伺い、把握している場合は、総販売金額に

占める輸出向けの金額割合を伺うことでしたが、ご指摘を踏まえ、混乱を避けるた

めに、文言を以下のとおり修正します。 

  ２ なお、経営体段階で輸出時の価格を把握することは通常困難であることから、

「輸出金額」との表現は使わないものとします。 

    【６】４ 

【８】２ 
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